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地裁相模原支部に合議制裁判及び労働審判の実現を目指す活動に関する 

アンケート集計表 

 

アンケート対象者：神奈川県弁護士会相模原支部会員   

アンケート実施日：令和７年３月４日 

 

１ 横浜地裁相模原支部に管轄のある民事訴訟事件（国賠事件含む）で、メディアで報道

されるなど、同支部管内の地域住民が関心を寄せる事件を担当したことのある方は、

以下に記入をお願いします。 

 

事案概要 提訴先裁判所 回付有無 一審訴訟経過 

①相模原市の公共工事に関す

る不正 

  相模原支部 

□その他 

□無 

  有 

提訴     年  月 

□和解    年  月 

□判決    年  月 

□取下げ   年  月 

☑その他 

 審理中 

②里親による虐待（AHT）   相模原支部 

□その他 

□無 

  有 

提訴     年  月 

□和解    年  月 

□判決    年  月 

□取下げ   年  月 

  その他 

 最高裁に係属中 

③生命保険会社による不正な

保険契約 

  相模原支部 

□その他 

□無 

  有 

提訴     年  月 

  和 解     年  

月 

□判決    年  月 

□取下げ   年  月 

□その他 

④市外の病院での転倒死亡事

故・損害賠償請求 

  相模原支部 

□その他 

□無 

  有 

提訴     年  月 

☐和解    年  月 

  判決 令和 2 年  

月 

□取下げ   年  月 

□その他 
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➄相模原市における土地区画

整理事業に関する同市によ

る元職員に対する損害賠償

請求  

  相模原支部 

□その他 

□無 

  有 

提訴  令和 4 年 10 月 

☐和解    年  月 

☐判決    年  月 

□取下げ   年  月 

□その他 

 

２ 代理人または弁護人として担当した、横浜地裁相模原支部の民事裁判及び刑事裁判に

おいて、担当裁判官が、当事者からの申立てによらずに、判決言渡し期日を変更（延

期）したという経験のある方は、以下に記入をお願いします。※対象は平成２７年

（２０１５年）以降の事例とします。   

 

 民事・刑事 

の別 

事件名 裁判官名 当初判決言渡し期日 

変更（延期）期日 

①   民事 

□刑事 

貸金返還 － 当初  令和 7 年 1 月 30 日 

変更  令和 7 年 2 月 6 日 

②   民事 

□刑事 

交通事故 － 当初    年  月  日 

変更    年  月  日 

③   民事 

□刑事 

 － 当初    年  月  日 

変更    年  月  日 

④   民事 

□刑事 

損害賠償請求 － 当初    年  月  日 

変更    年  月  日 

➄   民事 

□刑事 

所有権移転登記

請求 

－ 当初  令和 6 年 10 月 3 日 

変更  令和 6 年 10 月 10 日 

裁判官が期日を変更（延期）した理由について 

① □当事者側に原因がある   裁判官の都合 □その他

（          ） 

② □当事者側に原因がある   裁判官の都合 □その他

（          ） 

③ □当事者側に原因がある   裁判官の都合 □その他

（          ） 

④ □当事者側に原因がある   裁判官の都合 □その他

（          ） 

⑤ □当事者側に原因がある   裁判官の都合 □その他

（          ） 
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３ 代理人として担当した、横浜地裁相模原支部で審理された労働分野の民事訴訟事件に

ついて、審理期間等を教えて下さい。※対象は平成２７年（２０１５年）以降の事例   

事案種類 審理期間 審理の迅速性に

関する評価 

① 

  地位確認    未払賃金 

□安全配慮義務等違反損賠 

□不当労働行為損賠 

□その他 

提訴     年  月  日 

□和解    年  月  日 

□判決    年  月  日 

□取下げ   年  月  日 

□その他 

  問題を感じ

た 

反論のやり取り

で異常に時間が

かかる 

② 

□地位確認  □未払賃金 

  安全配慮義務等違反損賠 

□不当労働行為損賠 

□その他 

提訴   平成 28 年 4 月 日 

□和解    年  月  日 

□判決    年  月  日 

□取下げ   年  月  日 

☑その他 本庁に移送された 

☑問題を感じた 

移送の処理のた

め数か月審理が

長引いた 

 

４ 労働審判事件でＷＥＢ期日の運用が開始された２０２０年７月頃以降に、代理人とし

て労働審判事件を担当された経験のある方は、以下に記入をお願いします。 

   

 ２０２０年７月頃～現在までに担当

した労働審判事件の事件数 

左記事件のうちＷＥＢ期日を経験した

事件数 

① 1 0 

② 2 0 

※労働審判の場合はＷＥＢ期日だと意

向が十分に伝わらない可能性があると

考え、ＷＥＢにしたことがない。 

③ 1 1 

④ 5 0 

 

５ 代理人として経験した民事訴訟事件または労働審判事件のＷＥＢ期日について、（例え

ば、審理や和解協議の充実度合・質、当事者の手続参加等の観点から）問題や課題を

感じたことがあれば、教えて下さい。 
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事件の別 問題・課題の内容 

① 

  民事訴訟 

□労働審判 

横浜地裁本庁の損害賠償請求事件を被告代理人として担当。 

ＷＥＢ期日で和解協議が行われたが、事案の背景事情や被告本人

の心情等を裁判官や原告代理人に伝える局面において、出頭期日

に対面で行う場合と比較して、言外の表情や声色、態度をもって

円満にコミュニケーションを図り「対話する」ということが、話

者双方において技術的に難しいと感じた。 

和解協議は、金銭等の調整にとどまらず、当事者が心情的に折り

合いをつける場面でもあるため、対話の難しいＷＥＢ期日は馴染

まない場合があると感じる。 

② 

  民事訴訟 

□労働審判 

合議相当として本庁に回付された後、当初 WEB でやっていた

が、結局事案が複雑で WEＢだと意見交換が自由かつスムーズに

できないとして直接出頭にされた。 

③ 

  民事訴訟 

□労働審判 

通信状況が悪く、結局本庁へ出頭することになった。 

 

 

④ 

  民事訴訟 

□労働審判 

技術的な問題として、一方当事者がＴＥＡＭＳに入ることができ

ず、電話会議での参加となることがよくあった。 

交通事故案件では、現場地図や損傷個所の写真を裁判官・司法委

員等に示して説明する機会があり、ＷＥＢ期日はこの点がやりづ

らい。 

⑤ 

☐民事訴訟 

  労働審判 

１回限りなので比較が難しいが、事実関係の聴取は専ら現地参加

の当事者からに偏っていた印象を受けた。 

 

⑥ 

☐民事訴訟 

  労働審判 

依頼者が「なぜＷＥＢ期日開催なのか」と質問してきて、遠隔で

の和解に不安を覚えていた。 

  以上 


